
神奈川県最低賃金１９円の引上げへ

― 発効日平成２５年１０月２０日 ―

神奈川労働局長は、神奈川県最低賃金を１９円引き上げ時間額８６８円に改

正することを決定し、平成２５年９月２０日官報公示を行った。

１ 神奈川県最低賃金（地域別最低賃金）の改正については、本年７月５日、神

奈川労働局長（久保村日出男）から神奈川地方最低賃金審議会（会長 柴田悟

一）に対し諮問を行った。

同審議会は審議の結果、８月２３日、現行の時間額８４９円を１９円引き上

げて８６８円に改正する（引上率２.２４％）ことが適当である旨の答申を行

った。

これを受けて神奈川労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、神

奈川県最低賃金を時間額８６８円とする決定を行い、９月２０日、官報公示を

行った。これにより、効力発生日は１０月２０日となる。

２ 今後、神奈川労働局では、１０月２０日から適用される改正された神奈川県

最低賃金額８６８円の周知に努めるとともに、県内各労働基準監督署における

講習会や監督指導の実施等により、履行確保を図ることとしている。

３ 最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業を支援する事業として、さまざま

な経営・労務管理に関する課題に対して、ワン・ストップで無料相談に応じる

「神奈川県最低賃金総合相談支援センター」（電話 045-641-0111）を設けて

いる。
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資料１

１ 最低賃金制度とは

  最低賃金法(昭和３４年法律第１３７号)に基づき、国が賃金の最低限度を

定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならな

いとする制度である｡

仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により

無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる｡

最低賃金には、産業にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される

都道府県別の｢地域別最低賃金｣と、鉄鋼業最低賃金のように、特定の産業に

働く労働者に適用される｢特定（産業別）最低賃金｣(神奈川では７業種)の２

種類がある｡

２ 改正最低賃金法（抜粋）

  （地域別最低賃金の原則）

第９条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別

最低賃金（一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。）は、あまね

く全国各地域について決定されなければならない。

２ 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の

事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

３ 前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的

な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性

に配慮するものとする。

（罰 則）

第 40 条 第４条第１項の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適

用される特定最低賃金に係るものに限る。）は、５０万円以下の罰金に処する。

【参考】

平成２０年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成２０年度地域別最低賃

金額改定の目安について(答申)」の考え方に基づき、生活保護水準の最新のデ

ータ（平成２３年度）と平成２３年１０月１日に改正発効された神奈川県最低

賃金（時間額８３６円）とを比較したところ神奈川県最低賃金が２２円下回り、

かつ、平成２４年度の神奈川県最低賃金の改正（時間額８４９円）による引上

額１３円を加えても９円下回っていたが、今年度の改正で乖離解消することと

なった。



最低賃金に関するお問い合わせは神奈川労働局または最寄りの労働基準監督署へ
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神奈川県産業労働局中小企業支援課 職員
（かながわ中小企業成長支援ステーション）

神奈川労働局委託事業「中小企業総合相談支援事業」
主 催 公益社団法人 けいしん神奈川 大和市商工会議所共 催

経営革新セミナー 午後２時～３時

労務改善セミナー 午後３時～４時30分
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井上 真伯さん中小企業診断士

大和商工会議所 ２Ｆ中会議室場 所
神奈川県大和市中央1-5-40

10月24日    午後2時～5時木

第Ⅰ部
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中小企業総合相談センター

石川 弘子さん社会保険労務士

第Ⅱ部

■助成金等の申請を手伝う専門家

講 師■無料の専門家派遣等の相談窓口
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午後4時30分～5時個別相談会 ご希望者の方は申込書に◯を付けてください。
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申込日：平成　　年　　月　　日公益社団法人 けいしん神奈川 事務局 行

応援リレーセミナー in 大和 参加申込書

必要事項をご記入の上、この用紙を事務局宛にお送りください。

FAX 045-662-5174

■講師紹介

中小企業診断士

井上 真伯さん

●小田急江ノ島線、相鉄線 大和駅 小田急改札口より徒歩３分

■会場までのアクセス
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特定社会保険労務士、産業カウンセ

ラー、キャリアコンサルタント。中

小・ベンチャー企業を中心に、社員

教育、人事制度・賃金制度の構築と

運用、諸規程の整備等の指導で活躍

中。また、女性が仕事と家庭を両立

しながらキャリアを築くための職

場環境作りに力を入れている。

社会保険労務士

石川 弘子さん

相談希望する
↑

個別相談会希望者は
○印を付けてください

個別相談会

次回開催予定

平成26年2月20日
小田原箱根商工会議所

ご希望の方はご相談テーマをご記入ください。


